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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第64期

第３四半期連結
累計期間

第64期
第３四半期連結
会計期間

第63期

会計期間

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　12月31日

自　平成20年
　　10月１日
至　平成20年
　　12月31日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

完成工事高 (百万円) 115,094 31,304 183,034

経常利益 (百万円) 3,556 170 6,503

四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(百万円) 709 △772 1,175

純資産額 (百万円) ― 61,619 67,379

総資産額 (百万円) ― 134,221142,024

１株当たり純資産額 (円) ― 1,581.661,723.67

１株当たり四半期
(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(円) 19.31 △21.02 31.97

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ─ ─ ―

自己資本比率 (％) ― 43.3 44.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △7,017 ― 24,584

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,831 ― △643

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,531 ― △8,497

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― 19,198 31,937

従業員数 (名) ― 3,652 3,507

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しており

ません。

２　完成工事高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、当第３四半期連結会計期間については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年12月31日現在

従業員数(名) 3,652

(注) 従業員数は就業人員であります。

　

　

(2) 提出会社の状況

平成20年12月31日現在

従業員数(名) 1,420

(注) 従業員数は就業人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

当連結企業集団が営んでいる事業の大部分を占める設備工事業では生産実績を定義することが困難であ

り、設備工事業においては請負形態をとっているため販売実績という定義は実態にそぐいません。

よって、受注及び売上の状況については「３　財政状態及び経営成績の分析」において部門別に記載して

おります。

なお、当社の収益計上基準は、工事完成基準を採用しており、完成工事高が第２四半期会計期間及び第４

四半期会計期間に集中する傾向があります。一方、固定費用は継続して発生しますので、第１四半期会計期

間及び第３四半期会計期間の利益は、他の四半期会計期間に比べ低くなる構造となっております。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1)　経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間における世界経済は、平成20年９月の米国大手金融機関の破綻をはじめと

する金融危機の深刻化により、欧米の景気後退、アジアにおける景気の減速が顕著になってまいりまし

た。わが国経済も企業業績、設備投資、輸出の低迷など経済のあらゆる面で急激な景気後退が生じ、先行き

懸念が高まっております。一方、当社グループの業績は、受注面では景気後退の影響を受けつつも、収益面

では期初の手持工事量が比較的豊富であったこともあり、ほぼ順調に推移しました。

当第３四半期連結会計期間の受注工事高は、338億円となりました。事業部別では、環境システム事業部

の受注工事高は204億円となり、うち、ビル空調が45億円、産業空調が159億円となっております。また、塗

装システム事業部の受注工事高は134億円となりました。

完成工事高は313億円となりました。事業部別では、環境システム事業部の完成工事高は210億円とな

り、うち、ビル空調が50億円、産業空調では159億円となっております。塗装システム事業部の完成工事高

は102億円となりました。

利益面につきましては、完成工事高が減少したものの完成工事総利益率が14.6％と大幅に改善された

ため、完成工事総利益は45億70百万円となりました。完成工事総利益率が大幅に改善いたしましたのは、

新築ビル部門おける不採算の大型工事がなくなったことや協力業者に対する工事発注プロセスの改善に

よる手戻り・追加工事の減少など原価低減に努めたことによるものです。

販売費及び一般管理費は、取引先が会社更生法の適用を申請したこと等により、取立不能のおそれのあ

る売上債権に対して貸倒引当金を計上したことなどにより44億円となり、営業利益は１億70百万円、経常

利益は１億33百万円となりました。このように経常利益まで推移いたしましたが、株価の下落により、特

別損失として投資有価証券評価損４億84百万円を計上したため、法人税等や少数株主利益を控除した当

第３四半期連結会計期間は、７億72百万円の四半期純損失となりました。

なお、当社の収益計上基準は工事完成基準を採用しており、完成工事高が第２四半期会計期間及び第４

四半期会計期間に集中する傾向があります。一方、固定費用は継続して発生しますので、第１四半期会計

期間及び第３四半期会計期間の収益は、他の四半期会計期間に比べ低くなる構造となっております。
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区分

当第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結会計期間

(自　平成20年４月１日 (自　平成20年10月１日

至　平成20年12月31日)至　平成20年12月31日)

(百万円) (百万円)

受注工事高

環境システム事業 ビル空調 18,971 4,504

産業空調 60,715 15,962

小計 79,687 20,467

（うち海外) (25,770) (7,249)

塗装システム事業 58,369 13,423

(うち海外) (37,112) (10,073)

合計 138,056 33,890

(うち海外) (62,883) (17,323)

完成工事高

環境システム事業 ビル空調 14,870 5,080

産業空調 55,120 15,999

小計 69,991 21,080

（うち海外) (24,069) (8,387)

塗装システム事業 45,103 10,224

(うち海外) (30,864) (9,386)

合計 115,094 31,304

(うち海外) (54,933) (17,774)

　

①　事業の種類別セグメント

当社及び連結子会社の事業内容は、設備工事業及び関連する事業を行っているので、この事業以外に開

示の対象となるセグメントはありません。

　

②　所在地別セグメント

当第３四半期連結会計期間における当社及び連結子会社の所在地別セグメントの業績は次のとおりで

あります。

(日本) 売上高は168億25百万円、営業損失は６億34百万円となりました。

(北米) 売上高は23億96百万円、営業損失は51百万円となりました。

(東南アジア) 売上高は92億38百万円、営業利益は５億33百万円となりました。

(東アジア) 売上高は19億31百万円、営業損失は79百万円となりました。

(その他の地域) 売上高は16億87百万円、営業利益は１億43百万円となりました。

　

(2)　財政状態の分析

(資産)

当第３四半期連結会計期間末の流動資産は前連結会計年度末に比べて1.7％減少し、1,089億14百万

円となりました。これは現金預金が119億48百万円減少し、未成工事支出金が85億７百万円増加したこ

となどによります。

当第３四半期連結会計期間末の固定資産は前連結会計年度末に比べて19.0％減少し、253億６百万円

となりました。これは投資有価証券が55億31百万円減少したことなどによります。

この結果、当第３四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べて5.5％減少し、1,342億

21百万円となりました。
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(負債)

当第３四半期連結会計期間末の流動負債は前連結会計年度末に比べて0.5％増加し、671億87百万円

となりました。これは支払手形・工事未払金等が57億98百万円減少し、未成工事受入金が34億１百万

円、その他のうち未払消費税が29億16百万円それぞれ増加したことなどによります。

当第３四半期連結会計期間末の固定負債は前連結会計年度末に比べて30.7％減少し、54億14百万円

となりました。これはその他のうち繰延税金負債が19億43百万円減少したことなどによります。

この結果、当第３四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末に比べて2.7％減少し、726億

１百万円となりました。

(純資産)

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は前連結会計年度末に比べて8.5％減少し、616億19百万

円となりました。これは利益剰余金が20億70百万円、その他有価証券評価差額金が29億67百万円、為替

換算調整勘定が17億36百万円それぞれ減少し、自己株式が19億４百万円減少したことなどによります。

　

(3)　キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、第２四半期連結

会計期間末に比べて44億円増加し、191億98百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フローの状況)

当第３四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産が増加した

ものの売上債権の減少や未成工事受入金の増加などにより、71億96百万円の資金増加となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フローの状況)

当第３四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による

支出や有形及び無形固定資産の取得などにより、17億70百万円の資金減少となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フローの状況)

当第３四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などによ

り、５億82百万円の資金減少となりました。

　

(4)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

　

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内

容等（会社法施行規則第127条各号に掲げる事項）は次のとおりです。

　

①　当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社株式の売買は市場に委ねられるべきものと考えており、当社株券等の大量買付行為を

行う大量買付者による当社株券等の買付の要請に応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的に

は当社株式を保有する株主の皆様のご判断によるものと考えております。また、大量買付者による経

営への関与は、必ずしも企業価値を毀損するものではなく、それが当社の企業価値の拡大につながる

ものであれば何ら否定するものではありません。

しかしながら、その目的や買収後の方針等の十分な情報の開示がなされないまま行われる事態は、

株主の皆様が大量買付者による買付け要請に応じるか否かについて判断を行うだけの必要十分な時

間及び情報の確保を困難にする恐れがあるものと考えております。
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また、継続性を維持した企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させるという目

的を達成するためには、当社グループ内の各事業会社の位置付けや役割を十分に理解しつつ、より中

長期的な観点から将来の展望を見据えて安定的な経営を目指していくことが必要であると考えてお

ります。

当社といたしましては、大量買付者による当社株券等の大量買付行為が行われた場合に、株主の皆

様が、当社グループの特性を踏まえた上で、当該大量買付行為に応じるか否かを判断するために必要

十分な情報及び時間を確保すること、また、当社が、大量買付者との交渉の機会を確保することが、当

社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることにとって不可欠であると

考えております。 

②　基本方針の実現に資する特別な取組み

ア．当社の理念・ビジョンについて

当社は、企業理念を「永続的に成長し、社会に貢献する会社づくり」、「魅力ある会社づくり」の

二点に定めております。また、当社が目指すところを経営ビジョンとして換言したものが「法令とそ

の精神を遵守し、公正で自由な競争のもとに適正な取引を行い、透明性と高い倫理観で顧客・取引

先、株主、社員、地域・社会に貢献する」であります。

イ．中期経営計画について

当社は、平成19年11月、平成20年３月期から平成22年３月期までの３ヶ年における中期経営計画を

策定いたしました。当社は、中期経営計画に基づき、環境システム事業及び塗装システム事業を中心

とした当社事業の持続的な発展を目指すとともに、企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確

保し、向上させることに努めてまいります。

ウ．コーポレート・ガバナンスへの取組みについて

過去の不祥事を通じて、企業価値を毀損する最大の経営リスクは法令違反であることを痛感する

に至った当社は、法令遵守の実行を通じ、企業価値を高め、広く社会から評価されるべくコーポレー

ト・ガバナンスを一層充実させることを、経営の最重要課題としております。取締役会、監査役会、経

営会議、経営倫理委員会、全社コンプライアンス委員会、内部監査室等の活動を通じて、また、内部統

制システムの整備を通じて、建設業法や金融商品取引法をはじめとした関連諸法令の遵守に努めて

おります。

③　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止

するための取組み

当社は、平成20年１月31日開催の当社取締役会において、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共

同の利益を損ねる危険性があると思われる大量買付行為が行われた場合に、当社取締役会が大量買

付行為について検討するために必要な時間及び情報を確保することにより、当社の企業価値が不用

意に毀損され、株主の皆様にとって予想外の不利益が生じることを未然に防止するために、大量買付

行為に関する一定のルール及び大量買付行為に対する対抗措置を定めた「当社株券等の大規模買付

行為への対応策(買収防衛策)」（以下、「本プラン」といいます。）の導入及びその内容を決議し、

その重要性に鑑み、平成20年６月27日開催の当社第63回定時株主総会(以下、「第63回定時株主総

会」といいます。)において株主の皆様にご承認いただくことを継続の条件といたしました。

その後、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上をより一層図るべく本プ

ランの内容につき更なる検討を続けた結果、当社は、平成20年５月15日開催の当社取締役会におい

て、本プランの内容を一部変更することを決議いたしました。

なお、本プランの継続については、第63回定時株主総会にて承認されました。

④　上記②及び③の取組みが、基本方針に沿い、株主の皆様の共同の利益を害するものではなく、当社の会
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社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて

ア．上記②の取組みについて

上記②「基本方針の実現に資する特別な取組み」に記載した取組みは、当社の企業価値ひいては

株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上させるための具体的取組みとして策定さ

れたものであり、基本方針の実現に資するものです。

したがいまして、かかる取組みは、基本方針に沿い、当社の株主の皆様の共同の利益を害するもの

ではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

イ．上記③の取組みについて

当社は、上記③「基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支

配されることを防止するための取組み」に記載した取組みは、以下の各理由により、基本方針に沿

い、当社の株主の皆様の共同の利益を害するものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とす

るものではないと考えております。

a.　買収防衛策に関する指針において定める三原則を完全に充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日付で発表した「企業価値・株主共同の利

益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」において定められた(ⅰ)企業価値・株主共同

の利益の確保・向上の原則、(ⅱ)事前開示・株主意思の原則、(ⅲ)必要性・相当性の原則の三原則を

完全に充足しています。

b.　株主の皆様の意思の重視と情報開示

当社は、本プランの継続の是非について、本プランの有効期間満了前であっても、当社株主総会に

おいて、本プランを廃止する旨の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されることに

なっており、この点においても、本プランの導入及び廃止は、株主の皆様の意思を尊重した形になっ

ております。

さらに、株主の皆様に、本プランの廃止等の判断、大量買付行為に応じて当社株券の売却を行うか

否かについての判断等の意思形成を適切に行っていただくために、当社取締役会は、大量買付情報そ

の他大量買付者から提供を受けた情報を株主の皆様へ当社取締役会が適当と認める時期及び方法に

より開示することとしています。

c.　当社取締役会の恣意的判断を排除するための仕組み

当社は、本プランの導入にあたり、当社取締役会の恣意的判断を排除するために、独立委員会を設

置しております。

当社に対して大量買付行為がなされた場合には、独立委員会が、大量買付行為に対する対抗措置の

発動の是非等について審議・検討した上で当社取締役会に対して勧告し、当社取締役会は独立委員

会の勧告を最大限尊重して決議を行うこととされており、当社取締役会の恣意的判断に基づく対抗

措置の発動を可及的に排除することができる仕組みが確保されています。

さらに、本プランは、大量買付者が、本プランにおいて定められた形式的な大量買付ルールを遵守

しない場合、又は大量買付者が、当社の企業価値を著しく損なう場合として合理的かつ詳細に定めら

れた客観的要件を充足した場合にのみ発動することとされており、この点においても、当社取締役会

による恣意的な対抗措置の発動を可及的に排除する仕組みが確保されているものといえます。

d.　デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社取締役会により廃止することができるものとされていることから、デッドハンド

型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)で

はありません。また、当社は取締役の任期について期差任期制を採用していないため、本プランは、ス

ローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻
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止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。

　

(5)　研究開発活動

当第３四半期連結会計期間の研究開発費の総額は２億13百万円であります。

なお、当第３四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありま

せん。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

特記事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 100,000,000

計 100,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年２月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 36,782,00936,782,009
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は100株でありま
す。

計 36,782,00936,782,009― ―

　

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

　

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年12月31日 ─ 36,782 ― 6,455 ― 7,297
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(5) 【大株主の状況】

　

当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

　
(注) １　当第３四半期会計期間において、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行及びその共同保有者である三菱ＵＦＪ信託銀行

株式会社、三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナショナル、三菱ＵＦＪ投信株式会社、エム・ユー投資顧問

株式会社、三菱ＵＦＪアセット・マネジメント(UK)から平成20年10月20日付で関東財務局長に提出された大

量保有報告書により、平成20年10月13日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社

として当第３四半期会計期間末における所有株式数の確認ができておりません。

　　なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
(千株)

株券等保有割合
(％)

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
東京都千代田区丸の内二丁目７
番１号

447 1.22

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目４
番５号

920 2.50

三菱ＵＦＪセキュリティーズイ
ンターナショナル

６ Broadgate, London EC2M
2AA, United Kingdom

288 0.78

三菱ＵＦＪ投信株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目４
番５号

67 0.18

エム・ユー投資顧問株式会社
東京都中央区日本橋室町三丁目
２番15号

69 0.19

三菱ＵＦＪアセット・マネジメ
ント(UK)

12-15Finsbury Circus, London,
EC2M 7TB, United Kingdom

87 0.24

　
２　当第３四半期会計期間において、シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッドから平

成21年１月14日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書(変更報告書)により、平成21年１月８日現在

で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第３四半期会計期間末における当

該法人名義の実質所有株式数の確認ができておりません。

　　なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
(千株)

株券等保有割合
(％)

シルチェスター・インターナ
ショナル・インベスターズ・リ
ミテッド

英国ロンドン ダブリュー１ジェ
イ ６ティーエル、ブルトン スト
リート１、タイム アンド ライフ
ビル５階

4,502 12.24
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年９月30日現在で記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

（自己保有株式）
　　　　　　

― ―普通株式

6,300

完全議決権株式(その他)
普通株式

367,237 ―
36,723,700

単元未満株式
普通株式

― ―
52,009

発行済株式総数 36,782,009― ―

総株主の議決権 ― 367,237 ―

(注)　「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式23株が含まれております。

　

　

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社大気社

東京都新宿区
西新宿二丁目６番１号

6,300 ─ 6,300 0.01

計 ― 6,300 ─ 6,300 0.01

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
　４月 　５月 　６月 　７月 ８月 ９月 　10月 　11月 　12月

最高(円) 1,2671,5711,7031,6901,6901,5871,4301,4951,413

最低(円) 1,1401,1921,4901,4731,3231,302 998 1,1451,085

(注)　株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」

(昭和24年建設省令第14号)に準拠して記載しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間(平成20年10月１

日から平成20年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、監査法人Ａ＆Ａパートナーズにより四半期レビューを受けており

ます。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 22,081 34,029

受取手形・完成工事未収入金等 ※２
 47,522 48,736

未成工事支出金 29,108 20,601

材料貯蔵品 498 544

その他 10,047 7,540

貸倒引当金 △342 △673

流動資産合計 108,914 110,780

固定資産

有形固定資産 ※１
 6,812

※１
 7,298

無形固定資産 1,450 1,176

投資その他の資産

投資有価証券 13,967 19,498

その他 3,759 3,503

貸倒引当金 △681 △232

投資その他の資産合計 17,044 22,769

固定資産合計 25,306 31,243

資産合計 134,221 142,024

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 ※２
 39,415 45,213

短期借入金 1,606 1,608

未払法人税等 556 458

未成工事受入金 16,830 13,429

賞与引当金 253 －

完成工事補償引当金 725 694

工事損失引当金 1,005 713

その他 6,794 4,709

流動負債合計 67,187 66,827

固定負債

長期借入金 89 141

退職給付引当金 3,319 3,617

役員退職慰労引当金 163 588

その他 1,842 3,469

固定負債合計 5,414 7,816

負債合計 72,601 74,644
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 6,455 6,455

資本剰余金 7,297 7,716

利益剰余金 44,008 46,078

自己株式 △15 △1,919

株主資本合計 57,745 58,331

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,071 5,038

繰延ヘッジ損益 48 △8

為替換算調整勘定 △1,706 30

評価・換算差額等合計 413 5,060

少数株主持分 3,460 3,987

純資産合計 61,619 67,379

負債純資産合計 134,221 142,024
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

完成工事高 115,094

完成工事原価 100,125

完成工事総利益 14,968

販売費及び一般管理費 ※１
 11,961

営業利益 3,006

営業外収益

受取利息 263

受取配当金 304

保険配当金 174

不動産賃貸料 112

持分法による投資利益 9

その他 117

営業外収益合計 982

営業外費用

支払利息 65

不動産賃貸費用 102

為替差損 96

在外子会社における配当分配税 35

その他 132

営業外費用合計 432

経常利益 3,556

特別利益

貸倒引当金戻入額 372

投資有価証券売却益 5

固定資産処分益 16

役員退職慰労引当金戻入額 22

特別利益合計 417

特別損失

固定資産処分損 34

投資有価証券評価損 1,032

ゴルフ会員権評価損 2

在外子会社における過年度従業員福利基金積立
額

41

特別損失合計 1,111

税金等調整前四半期純利益 2,862

法人税、住民税及び事業税 1,629

法人税等調整額 52

法人税等合計 1,681

少数株主利益 470

四半期純利益 709
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【第３四半期連結会計期間】
(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

完成工事高 31,304

完成工事原価 26,733

完成工事総利益 4,570

販売費及び一般管理費 ※１
 4,400

営業利益 170

営業外収益

受取利息 86

受取配当金 88

保険配当金 5

不動産賃貸料 36

その他 23

営業外収益合計 241

営業外費用

支払利息 21

不動産賃貸費用 22

持分法による投資損失 18

為替差損 163

その他 52

営業外費用合計 277

経常利益 133

特別利益

貸倒引当金戻入額 241

投資有価証券売却益 0

固定資産処分益 2

特別利益合計 244

特別損失

固定資産処分損 7

投資有価証券評価損 484

ゴルフ会員権評価損 2

在外子会社における過年度従業員福利基金積立
額

0

特別損失合計 495

税金等調整前四半期純損失（△） △117

法人税、住民税及び事業税 △27

法人税等調整額 416

法人税等合計 388

少数株主利益 266

四半期純損失（△） △772

EDINET提出書類

株式会社大気社(E00183)

四半期報告書

18/32



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 2,862

減価償却費 771

貸倒引当金の増減額（△は減少） 239

退職給付引当金の増減額（△は減少） △167

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △70

工事損失引当金の増減額（△は減少） 334

受取利息及び受取配当金 △568

支払利息 65

投資有価証券売却損益（△は益） △5

有形及び無形固定資産処分損益（△は益） 18

投資有価証券評価損益（△は益） 1,032

売上債権の増減額（△は増加） △1,573

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,656

立替金の増減額（△は増加） 1,726

未収入金の増減額（△は増加） 49

仕入債務の増減額（△は減少） △4,002

未成工事受入金の増減額（△は減少） 4,381

未払消費税等の増減額（△は減少） △956

預り金の増減額（△は減少） 122

未払費用の増減額（△は減少） △268

その他 △1,391

小計 △6,056

利息及び配当金の受取額 577

利息の支払額 △63

法人税等の支払額 △1,475

営業活動によるキャッシュ・フロー △7,017

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △3,155

定期預金の払戻による収入 1,803

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,093

有形及び無形固定資産の売却による収入 127

投資有価証券の取得による支出 △933

投資有価証券の売却による収入 438

長期貸付けによる支出 △203

長期貸付金の回収による収入 53

保険積立金の積立による支出 △12

保険積立金の払戻による収入 156

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△13

その他 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,831
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(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 163

長期借入れによる収入 6

長期借入金の返済による支出 △117

自己株式の売却による収入 2

自己株式の取得による支出 △10

配当金の支払額 △1,287

少数株主への配当金の支払額 △288

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,531

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,358

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12,739

現金及び現金同等物の期首残高 31,937

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 19,198
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

該当事項はありません。

　

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第３四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

１　連結の範囲の変更

第２四半期連結会計期間から、連結子会社である五洲大気社工程有限公司の追加出資により間接所有割合が

50％を超過したため、北京五洲大気社設備有限公司を持分法適用の範囲から連結の範囲に変更しております。

なお、追加出資は平成20年４月29日に行われましたが、平成20年４月１日をみなし取得日としております。

 

２　持分法適用の範囲の変更

(1)　第１四半期連結会計期間から、新たに株式を取得したため、㈱タニヤマを持分法適用関連会社としておりま

す。

なお、当該株式は平成20年６月２日に取得しましたが、平成20年６月30日をみなし取得日としております。

(2)　第２四半期連結会計期間から、連結子会社である五洲大気社工程有限公司の追加出資により間接所有割合

が50％を超過したため、北京五洲大気社設備有限公司を持分法適用の範囲から連結の範囲に変更しておりま

す。

なお、追加出資は平成20年４月29日に行われましたが、平成20年４月１日をみなし取得日としております。

 

３　会計処理の原則及び手続の変更

(1)　棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号)を

第１四半期連結会計期間から適用し、移動平均法による低価法から移動平均法による原価法(貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)に変更しております。

これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響

はありません。

(2)　連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会　平成

18年５月17日　実務対応報告第18号)を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行って

おります。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益が31百万円、経常利益

が66百万円、税金等調整前四半期純利益が108百万円、四半期純利益が19百万円それぞれ減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
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【簡便な会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

１　完成工事補償引当金の算定方法

当第３四半期連結会計期間末における完成工事補償引当金は、補償実績率等が前連結会計年度末に算定した

ものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末において算定した補償実績率等を使用して算定

しております。

 

２　経過勘定項目の算定方法

固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少なものについては、合理的な算定方法による概算額で計上

する方法によっております。

 

３　法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プ

ランニングを利用する方法によっております。

 

４　連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去

連結会社相互間の債権と債務の相殺消去

当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わないで債権

と債務を相殺消去しております。

連結会社相互間の取引の相殺消去

取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方法により相

殺消去しております。

 

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

該当事項はありません。

　

【追加情報】

　
当第３四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社は内規による期末要支給額を計上しておりましたが、平成20年６

月27日の定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止し、打ち切り支給することが決議されました。

なお、その支給時期は、取締役又は監査役を退任する時としたため、当該株主総会までの役員退職慰労引当金

については、長期未払金として固定負債の「その他」に含めて表示しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産減価償却累計額　　　8,345百万円 ※１　有形固定資産減価償却累計額　　　8,834百万円

※２　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につ

いては、手形交換日をもって決済処理しております。

　なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の

休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満

期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれてお

ります。

受取手形 284百万円

受取手形裏書譲渡高 14

支払手形 524

―――――――――

　

　

(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日)

※１　このうち、主要な費目及び金額は次のとおりであり

ます。

従業員給料手当 4,449百万円

退職給付費用 538

役員退職慰労引当金繰入額 24

貸倒引当金繰入額 615

 
　２　当社の収益計上基準は、工事完成基準を採用してお
り、完成工事高が第２四半期会計期間及び第４四半
期会計期間に集中する傾向があります。一方、固定費
用は継続して発生しますので、第１四半期会計期間
及び第３四半期会計期間の利益は、他の四半期会計
期間に比べ低くなる構造となっております。

 

　

第３四半期連結会計期間

　
当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日)

※１　このうち、主要な費目及び金額は次のとおりであり

ます。

従業員給料手当 1,497百万円

退職給付費用 153

役員退職慰労引当金繰入額 4

貸倒引当金繰入額 570

 
　２　当社の収益計上基準は、工事完成基準を採用してお
り、完成工事高が第２四半期会計期間及び第４四半
期会計期間に集中する傾向があります。一方、固定費
用は継続して発生しますので、第１四半期会計期間
及び第３四半期会計期間の利益は、他の四半期会計
期間に比べ低くなる構造となっております。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第３四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日

 至　平成20年12月31日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金預金勘定 22,081百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △2,882

現金及び現金同等物 19,198

 

　

(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　

至　平成20年12月31日)

　

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 36,782,009

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 10,859

　

　

３　新株予約権等に関する事項

　

該当事項はありません。

　

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 735 20.00平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年11月10日
取締役会

普通株式 利益剰余金 551 15.00平成20年９月30日 平成20年12月１日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　

該当事項はありません。
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５　株主資本の著しい変動に関する事項

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高(百万円) 6,455 7,716 46,078 △1,919 58,331

当第３四半期連結会計期間末までの
変動額

　剰余金の配当 △1,287 △1,287

　四半期純利益 709 709

　自己株式の取得 △10 △10

　自己株式の処分 △0 △0 3 2

　自己株式の消却　※ △419 △1,492 1,912

当第３四半期連結会計期間末までの
変動額合計(百万円)

─ △419 △2,070 1,904 △585

当第３四半期連結会計期間末残高
(百万円)

6,455 7,297 44,008 △15 57,745

※　平成20年８月29日に自己株式の消却(1,200千株、1,912百万円)を行いました。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期
間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

　
当社及び連結子会社の事業内容は、設備工事業及び関連する事業を行っているので、この事業以外に開
示の対象とするセグメントはありません。

　
　

【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)
　

日本
(百万円)

北米
(百万円)

東南
アジア
(百万円)

東アジア　
(百万円)

その他の
地域
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に対する
売上高

16,1472,3879,2301,8671,67031,304 ― 31,304

　(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高

677 8 7 64 16 774 (774) ―

計 16,8252,3969,2381,9311,68732,079(774)31,304

営業利益
又は営業損失(△)

△634 △51 533 △79 143 △89 259 170

(注)　１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域
　(1)　北米・・・・・・・アメリカ、カナダ
　(2)　東南アジア・・・・シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、ベトナム
　(3)　東アジア・・・・・中国、台湾、韓国
　(4)　その他の地域・・・イギリス、インド
３　四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更の「３　会計処理の原則及び手続の変更」
に記載のとおり、第１四半期連結会計期間から「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当
面の取扱い」の適用を行っております。
この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結会計期間の営業利益が16百万円減少してお
り、それは東アジアにおけるものであります。

　

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)
　

日本
(百万円)

北米
(百万円)

東南
アジア
(百万円)

東アジア　
(百万円)

その他の
地域
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に対する
売上高

68,3189,95127,2385,3954,189115,094 ― 115,094

　(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高

2,178 16 72 72 22 2,360(2,360)―

計 70,4969,96727,3105,4684,211117,455(2,360)115,094

営業利益
又は営業損失(△)

1,542△285 1,435 14 △201 2,505 501 3,006

(注)　１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域
　(1)　北米・・・・・・・アメリカ、カナダ
　(2)　東南アジア・・・・シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、ベトナム
　(3)　東アジア・・・・・中国、台湾、韓国
　(4)　その他の地域・・・イギリス、インド
３　四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更の「３　会計処理の原則及び手続の変更」
に記載のとおり、第１四半期連結会計期間から「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当
面の取扱い」の適用を行っております。
この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益が31百万円減少してお
り、それは東アジアにおけるものであります。
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【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)
　

北米 東南アジア 東アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 2,586 9,802 2,229 3,156 17,774

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― ― 31,304

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

8.3 31.3 7.1 10.1 56.8

(注)　１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　(1)北米・・・・・・・アメリカ、カナダ

　(2)東南アジア・・・・シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、ベトナム

　(3)東アジア・・・・・中国、台湾、韓国

　(4)その他の地域・・・イギリス、フランス、ハンガリー、インド

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

　

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)
　

北米 東南アジア 東アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 9,808 28,763 9,103 7,259 54,933

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― ― 115,094

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

8.5 25.0 7.9 6.3 47.7

(注)　１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　(1)北米・・・・・・・アメリカ、カナダ

　(2)東南アジア・・・・シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、ベトナム

　(3)東アジア・・・・・中国、台湾、韓国

　(4)その他の地域・・・イギリス、フランス、ハンガリー、インド

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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(有価証券関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成20年12月31日)

時価のあるその他有価証券が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該有

価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が見ら

れます。

　

区分 取得原価(百万円)
四半期連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

株式 8,903 12,409 3,505

債券

　その他 500 447 △52

計 9,403 12,856 3,452

(注)　　当第３四半期連結累計期間において、その他有価証券で時価のある株式について1,032百万円の減損処理を行っ

ております。なお、当該株式の減損処理にあたっては、時価が取得原価に比べて50％以上下落した銘柄について

は、１年以内に時価が簿価まで回復するという合理的な反証がない限り減損処理を実施し、30％以上50％未満下

落した銘柄については、過去１年間の市場価格の推移及び回復可能性を考慮し、必要と認められた金額について

減損処理を実施しております。

　

(デリバティブ取引関係)

当社グループの行っておりますデリバティブ取引は、企業集団の事業の運営において重要なもので

はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

1,581.66円 1,723.67円

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

　

項目
当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 61,619 67,379

普通株式に係る純資産額(百万円) 58,159 63,391

差額の主な内訳(百万円)

　少数株主持分 3,460 3,987

普通株式の発行済株式数(千株) 36,782 37,982

普通株式の自己株式数(千株) 10 1,204

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通
株式の数(千株)

36,771 36,777
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２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第３四半期連結累計期間

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
 至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益 19.31円

(注)　１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 709

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 709

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 36,775

　

第３四半期連結会計期間

　
当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
 至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純損失(△) △21.02円

(注)　１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式がないた

め記載しておりません。

２　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎

　

項目
当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
 至　平成20年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(△)
(百万円)

△772

普通株式に係る四半期純損失(△)(百万円) △772

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 36,773
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リースについて通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行ってお

りますが、当四半期連結会計期間末におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べ著しい変動が

認められないため、記載しておりません。

　

　

２ 【その他】

第64期(平成20年４月１日から平成21年３月31日まで)中間配当については、平成20年11月10日開催の取

締役会において、平成20年９月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、

次のとおり行うことを決議し、中間配当を行っております。

①　配当金の総額 551百万円

②　１株当たりの金額 15円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成20年12月１日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年２月13日

株 式 会 社 大 気 社

 取 締 役 会 御 中

　

監査法人Ａ＆Ａパートナーズ

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　中　　井　　義　　己　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　加 賀 美　　弘　　明　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社大気社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成

20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月

31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連

結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社大気社及び連結子会社の平成20年12

月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営

成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項

がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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